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222000111111 年年年度度度 NNNPPPOOO 法法法人人人マママイイインンンドドドフフファァァーーーススストトト

通通通常常常総総総会会会開開開催催催ささされれれるるる
特定非営利活動法人マインドファースト定款第 24 条に基づき，

記のとおり 2011 年度特定非営利活動法人マインドファースト通

総会が開催されました。

１．日時：2011 年 6 月 28 日（月）午後 7時 00 分～8時 00分

２．場所：高松市総合福祉会館 第 2 会議室

３．議題

（1）2010 年度事業報告について

（2）2010 年度収支決算報告につて

（3）監査報告

（4）2011 年度事業計画案に関すること

（5）2011 年度収支予算案に関すること

（6）役員改選

（7）その他

島津昌代理事長の開会挨拶の後，内海康則氏が議長に選出

れ議事に入りました。執行部から 2010 年度事業報告，2010 年

収支決算報告及び監査報告が行われ，満場一致で承認され

した。引き続き，2011年度事業計画案と2011年度収支予算案

ついて審議がおこなわれ，満場一致で承認されました。

今年度は任期満了に伴う役員改選の年にあたり，本丸真実理

は退任，内海康則，島津昌代，冨岡幸生，中村照江，花岡

憲，藤澤 司，柾美幸（以上再任），三好千秋，松岡祥恵（以

新任）の9名の理事が選出されました。また，太田佳枝並びに森

美子監事の退任に伴い，乃口健一並びに長門恵子の2名の監

が選出されました。

2011 年度事業計画と予算について，予算編成の妥当性，詳細の確

認作業を行った。2010 年度香川県地域自殺対策緊急強化基金補

助金の入金後の後に，再度審議を行い予算案とする。

第２号議案 拠点の確保に関する事項：当法人固有の拠点を確

保すること，並びに現在借り上げ中の物件については，8月末で退去す

る旨意思表示を行うことで了承された。

第３号議案 講師派遣に関する事項：老人クラブ連合会からボラン

ティア養成講座の講師派遣依頼があり，講師を派遣することで了承さ

れた。

日時：2011 年 5 月 16 日（月） 18 時 30 分～21 時 00 分

場所：高松市男女共同参画センター 第 1 会議室

議事の経過の概要

事務連絡および報告に関する事項：省略

第１号議案 2011 年度事業計画と予算編成に関する事項：

2011 年度事業計画と予算について，予算編成の妥当性，詳細の確

認作業を行った。2010 年度香川県地域自殺対策緊急強化基金補

助金の入金後の出納処理終了後再度審議を行い予算案とする。

第２号議案 役員改選に関する事項：2011 年度は役員改選の時

期にあたり，役員改選を総会の議題とすることを確認した。

第３号議案 講師派遣に関する事項：①老人クラブ連合会主催の

ボランティア養成講座へ講師を派遣することで了承された。②社会福

祉協議会主催の研修「家族と喪失について（自殺者遺族を支えるため

に）」へ派遣する講師の再調整を行った。③グループホームネット香川に

対するグループスーパービジョンは，今年度も当会から講師を派遣する

こととし，その人選をすすめていくことで了承された。

第４号議案 2011年度香川県地域自殺対策緊急強化基金事業

に関する事項：事業ごとの内容並びに金額について最終確認が行われ，

充実に向けて活動を行なっています。

第 62 回理事会報告
時：2011 年 5 月 8 日（日）午前 10 時 00 分～12 時 00 分

所：高松市男女共同参画センター 第 1 会議室

事の経過の概要

事務連絡および報告に関する事項：省略

第１号議案 総会の日程変更に関する事項：複数の理事による総

の日程延期に関する緊急動議（4 月 28 日付）について，総会の準

に向けての進捗状況から，5月16日に開催する事は困難と判断し，

員宛に総会延期に関する文書を発送することで了承された。

第２号議案 2010 年度収支決算に関する事項：2010 年度の収支

算について審議を行った。貸借対照表，収支決算書の詳細につい

の確認作業を行い，原案通りで決議された。

第３号議案 グループミーティングの参加費について：グループミーティ

グ（おどりば，サバイビング）の参加費について，無料化による参加者

が図れるのではないかとの意見がファミリーカウンセラー会議で出され

ことを受け，審議を行った結果，6 月よりグループミーティングの参加費

無料とすることで決議された。

正式の申請書として県へ提出することで了承された。

第５号議案 拠点の確保に関する事項：当法人の拠点物件につい

て，担当理事がリサーチを行うことで了承された。

第６号議案 地域活動支援センター関する事項：同センター開設に

向けて，来年度の開設を目標に準備をすすめていくことで了承された。

日時：2011 年 5 月 25 日（水） 19 時 00 分～21 時 00 分

場所：高松市男女共同参画センター 第７会議室

議事の経過の概要

第１号議案 総会準備に関する事項：監査終了後理事会を開催

し完成した議案書の確認作業を行う。総会の案内を行う際に議案書

並びに会費納入のお願い用紙を同封する。総会の日程は次回理事

会において決定する。

第２号議案 拠点確保に関する事項：担当理事から 3 件の物件紹

介があった。いずれもワンフロアータイプで相談室として利用し難いため，

引き続き適当な物件をあたることとした。基金事業の対面型相談支援

事業に供する場合の使用料の扱いについて審議した。

第 60 回理事会報告

第 63 回理事会報告
時：2011 年 5 月 9 日（月）午後 6 時 30 分～9 時 00 分

所：高松市男女共同参画センター 第 1 会議室

事の経過の概要

務連絡および報告に関する事項：省略

第１号議案 2011 年度事業計画と予算編成に関する事項：

談

提

第 61 回理事会報告
 第３号議案 フォークス 21 相談料に関する事項：フォークス 21 の相

料について，当日キャンセルの場合の相談料は全額請求するという

案があり承認された。

編集後記：6月28日，社員総会が開催されました。総会に向けては，理事会

において集中的に審議が重ねられ，昨年度に引き続き，今年度も香川県地

域自殺対策緊急強化基金補助金事業へ取り組むことになりました。新しい執

行部体制のもと，アカウンタビリティとコンプライアンスのさらなる確保に努め，

2011 年度の事業に取り組んで行きたいと考えております。（H）


